
高松市認可外保育施設補助要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、認可外保育施設の設置者に対し、毎年度の予算の範囲内

で当該設置者の設置する認可外保育施設の運営に要する費用の一部を補助す

ることに関し必要な事項を定めることにより、認可外保育施設の保育水準及

び入所児童の福祉の向上を図ることを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

(１ ) 認可外保育施設  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第６条の３第９項から第１２項までに規定する業務又は法第３

９条第１項に規定する業務を目的とした施設であって、法第３４条の１５

第２項若しくは第３５条第４項の認可又は就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以

下｢認定こども園法｣という。）第３条第１項若しくは第３項の認定若しく

は認定こども園法第１７条第１項の認可を受けていないもの（法第５８条

の規定により児童福祉施設又は家庭的保育事業等の認可を取り消されたも

の、認定こども園法第７条第１項の規定により幼保連携型認定こども園以

外の認定こども園の認定を取り消されたもの及び認定こども園法第２２条

第１項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを

含む。）をいう。  

(２ ) 補助事業  この要綱に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交

付の対象となる事務又は事業をいう。  

(３ ) 補助対象児童  高松市内に住所を有し、保護者の労働又は疾病その他

の事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難な小学校就学

前の始期に達するまでの者をいう。  

(４ ) 夜間保育  終了する時刻が午後８時を過ぎるものであって、宿泊を伴

わない保育サービスを提供するものいう。  

（補助対象事業者）  



第３条  補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付の申請をしようとする

年度（市の会計年度をいう。）（以下「申請年度」という。）の初日におい

て市内に所在する認可外保育施設の設置者とする。ただし、次の各号のいず

れかに該当する認可外保育施設の設置者は除くものとする。  

(１ )  入所児童が補助事業の期間を通じて１日当たりおおむね５人以下の認

可外保育施設の設置者  

(２ ) 申請年度の初日において、開設した日から１年を経過していない認可

外保育施設の設置者  

(３ ) 事業主が雇用する従業員の福利厚生等のため設置した認可外保育施設

の設置者  

(４ ) 高松市認可外保育施設指導監督要綱（平成１４年１０月１日施行）に

基づく指導等に従わない認可外保育施設の設置者  

(５ ) 高松市すこやか認定保育所事業実施要綱（平成２９年１０月１日施行）

第３条の認定を受けた高松市すこやか認定保育所の設置者  

(６ ) 高松市火災予防査察規程（平成２７年高松市消防局規程第３号）第８

条第１項の規定に基づく直近の査察において、違反事項が認められた場合

に、消防署長に対して当該違反事項を是正するための計画を提出していな

い認可外保育施設の設置者  

(７ ) 市税を滞納している設置者  

(８ ) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者  

（補助対象経費）  

第４条  補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。  

(１ ) 保育水準及び入所児童の福祉の向上を図ることを目的とした保育、給

食又は保健衛生に関する備品購入費、消耗品費及び物品修繕費  

(２ ) 入所児童に関する損害賠償責任保険料  

(３ ) 保育に従事する者の人件費及び研修費  

（補助事業の期間）  

第５条  補助事業の期間は半期ごととし、上半期は申請年度の４月１日から９

月３０日まで、下半期は申請年度の１０月１日から３月３１日までとする。                            

（補助金の額）  



第６条  補助金の額は、第４条に定める補助対象経費の実支出額の合計額（当

該額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。た

だし、その額は、補助事業の期間の毎月初日における当該認可外保育施設に

在籍する補助対象児童の数に、夜間保育を実施しない補助対象児童にあって

は３，５００円、夜間保育を実施する補助対象児童にあっては５，０００円

を乗じて得た額の合計額に２５，０００円を加えた額を上限額とする。  

（交付の申請）  

第７条  補助金の交付を受けようとする認可外保育施設の設置者（以下「申請

者」という。）は、高松市認可外保育施設補助金交付申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添えて、上半期分については９月１５日まで、下半期分

については３月１５日までに市長に提出しなければならない。  

(１ ) 保育児童調書（様式第２号）  

(２ ) 児童名簿（様式第３号）  

(３ ) 収支予算書（様式第４号）  

(４ ) 補助事業実施計画書（様式第５号）  

(５ ) その他市長が必要と認める書類  

 （交付の決定及び通知）  

第８条  市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を

審査し、補助金の交付を決定したときは、高松市認可外保育施設補助金交付

決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。  

２  市長は、前項の規定による補助金の交付の決定を行う場合において、必要

な条件を付することができる。  

 （変更等の申請）  

第９条   補助金の交付の決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）

は、当該補助金の交付の決定を受けた補助事業を変更し、又は廃止しようと

するときは、速やかに次に定める手続をしなければならない。  

(１ ) 第７条に規定する申請書又は申請書に添付した書類の内容又は記載し

た事項を変更（市長が認める軽微な変更を除く。）しようとするときは、

高松市認可外保育施設補助金変更承認申請書（様式第７号）に当該変更の

内容が分かる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けること。  



(２ ) 補助事業を廃止しようとするときは、高松市認可外保育施設補助金廃

止承認申請書（様式第８号）を市長に提出し、その承認を受けること。  

（実績報告）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

第１０条  補助事業者は、補助事業が完了したときは、上半期にあってはそ

の完了の日から起算して２０日を経過する日まで、下半期にあっては申請

年度の３月３１日までに、高松市認可外保育施設補助金実績報告書（様式

第９号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

(１ ) 保育児童報告書（様式第１０号）（交付の申請時から変更がある場合

に限る。）  

(２ ) 児童名簿（様式第３号）（交付の申請時から変更がある場合に限る。）  

(３ ) 収支決算書（様式第１１号）  

(４ ) 補助事業実施報告書（様式第１２号）  

(５ ) 補助対象経費を支払ったことが確認できる書類  

(６ ) その他市長が必要と認める書類  

（交付指令等）  

第１１条  市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、補助

事業が申請のとおり完了したことを確認した後、高松市認可外保育施設補助

金交付指令書（様式第１３号）により補助金の交付について、補助事業者に

通知するものとする。  

２  前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようと

するときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。  

（交付の決定の取消し及び補助金の返還）  

第１２条   市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(１ ) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたと

き。  

(２ ) この要綱に違反したとき。  

(３ ) その他市長の指示に従わないとき。  

２  市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、  

 その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定



めてその返還を命ずるものとする。  

 （目的外使用の禁止）  

第１３条  補助事業者は、その補助金を第４条に定める補助対象経費以外に充

ててはならない。  

 （経理の明確化）  

第１４条  補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況並びに補助事業の

実施に関する書類及び帳簿類を他の経費と区分して常に明確に整備し、関係

帳票を申請年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。  

  （検査等）  

第１５条  市長は、必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさ

せ、又は補助事業の実施状況について調査をさせることができる。  

２  補助事業者は、市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けな

ければならない。  

  （委任）  

第１６条   この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の高松市認可外保育施設補助要綱の規定は、この要綱の施行の日以

後に交付の申請のあった補助金について適用し、同日前に交付の申請のあっ

た補助金については、なお従前の例による。  

３  改正前の高松市認可外保育施設補助要綱に規定する様式による用紙は、当

分の間、所要の修正をして使用することができる。  

附  則  

１  この要綱は、平成３０年１月１日から施行する。  

２  第５条の規定による改正後の（中略）高松市認可外保育施設補助要綱の規

定は、この要綱の施行の日以後に交付（中略）のあった（中略）高松市認可

外保育施設補助要綱に基づく補助金について適用し、同日前に交付（中略）



のあった（中略）高松市認可外保育施設補助要綱に基づく補助金については、

なお従前の例による。  

 

 

 

 



様式第１号（第７条関係）  

年   月   日  

 

 

（宛先）高松市長  

 

 

                  所 在 地 

                  施 設 名      

                  設置者氏名         ㊞  

 

 

高松市認可外保育施設補助金交付申請書  

 

 

 次のとおり補助金の交付を受けたいので、高松市認可外保育施設補助要綱第

７条の規定により、関係書類を添えて申請します。  

 また、申請者の課税・納税状況について確認されることを承諾します。  

 

 １  補助金の申請金額               円  

 ２  補助事業の期間   （    ）年度（   ）半期  

（   年   月   日から   年   月   日まで）  

 ３  添付資料   

(１ ) 保育児童調書（様式第２号）  

(２ ) 児童名簿（様式第３号）  

(３ ) 収支予算書（様式第４号）  

(４ ) 補助事業実施計画書（様式第５号）  

(５ ) その他市長が必要と認める書類  

 

 



様式第２号（第７条関係）  

保  育  児  童  調  書  

（    ）年度（   ）半期  

定員      人 

月別児童数                           （人）  

年齢  

 

月  

０歳  １歳  ２歳  ３歳  ４歳  ５歳  計  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

合計   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

月平

均児

童数  

 (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

備考  

１  児童の年齢は、申請年度の初日の前日における年齢とする。  

２  月別児童数について、括弧外には夜間保育を除く補助対象児童数を記入

し、括弧内には夜間保育の補助対象児童数を記入する。  

３  月平均児童数は、小数第１位を四捨五入して得た数とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条、第１０条関係）  

児童名簿（（    ）年度（   ）半期・夜間保育を除く。）  

№  住     所  氏    名  生年月日  
入  所  

年月日  

退  所  

年月日  

保 育 が 必 要

な理由  

父  母  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21        

22        

23        

24        



児童名簿（（    ）年度（   ）半期・夜間保育）  

№  住     所  氏    名  生年月日  
入  所  

年月日  

退  所  

年月日  

保 育 が 必 要

な理由  

父  母  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21        

22        

23        

24        

 



様式第４号（第７条関係）  

 

収  支  予  算  書  

 （    ）年度（   ）半期  

 １  収入の部  

区  分  予  算  額  摘  要  

 円   

   

   

   

   

   

計    

 

 ２  支出の部  

区  分  予  算  額  摘  要  

 円   

   

   

   

   

   

計    

 



様式第５号（第７条関係）  

補助事業実施計画書（    ）年度（   ）半期  

補助対象経費  品名等  単価  数量  金額  

保育に関する経費  

 円   円  

    

    

    

    

    

給食に関する経費  

    

    

    

    

    

    

    

保健衛生に関する

経費  

    

    

    

    

    

    

損害賠償責任  

保険料  

    

    

    

人件費及び研修費

に関する経費  

    

    

    

 



様式第６号（第８条関係）  

             高   第     号  

                                                    年  月  日  

 

           様  

 

                       高松市長   

 

高松市認可外保育施設補助金交付決定通知書  

 

       年   月   日付けで申請のあった補助金の交付については、次   

のとおり決定したので高松市認可外保育施設補助要綱第８条の規定により通

知します。  

 

  １  補助金の交付予定額             円  

 

  ２  交付条件  

  (１ ) この補助金は、高松市認可外保育施設補助要綱に基づくもので、そ

の目的以外に使用してはなりません。  

(２ ) 次のア又はイのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又

は指示を受けなければなりません。  

    ア  申請書又は申請書に添付した書類の内容又は記載した事項を変更し

ようとするとき。  

    イ  補助事業を廃止しようとするとき。  

   (３ ) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければな

りません。  

(４ ) 高松市認可外保育施設補助要綱の規定に違反した場合は、交付の決

定の全部又は一部を取り消し、その取消しに係る部分に関し、既に補助

金を交付しているときは、当該補助金の返還を求めます。  

 



様式第７号（第９条関係）  

          年   月   日  

 

  （宛先）高松市長  

 

                  所 在 地 

                  施 設 名      

                  設置者氏名         ㊞  

 

高松市認可外保育施設補助金変更承認申請書  

 

      年   月   日付け高  第   号により補助金の交付の決定を受

けた補助事業について、次のとおりその内容等を変更したいので高松市認可

外保育施設補助要綱第９条の規定により、関係書類を添えて申請します。  

変更後の補助金の申請金額  円  

変 更 す る 項 目   

変  更  

内  容  

変更前   

変更後   

変 更 理 由   

変 更 年 月 日      年     月     日  

添 付 書 類 変更の内容が分かる書類  

備 考  

 



様式第８号（第９条関係）  

             年   月   日  

 

  （宛先）高松市長  

 

所 在 地             

施 設 名             

設置者氏名          ㊞   

 

 

高松市認可外保育施設補助金廃止承認申請書  

 

      年   月   日付け高  第   号により補助金の交付の決定を受

けた補助事業について、次のとおり廃止したいので、高松市認可外保育施設補

助要綱第９条の規定により申請します。  

補 助 金 の 申 請 金 額  円  

廃 止 の 理 由  

廃 止 の 年 月 日   年     月     日  

備 考   

 

 

 

 

 



様式第９号（第１０条関係）  

 

  年   月   日  

 

 

 （宛先）高松市長    

 

 

                  所 在 地 

                  施 設 名      

                  設置者氏名         ㊞  

 

 

高松市認可外保育施設補助金実績報告書  

 

      年   月   日付け高  第   号により補助金の交付の決定を受けた

補助事業について、次のとおり高松市認可外保育施設補助要綱第１０条の規定

により関係書類を添えて、実績報告をします。  

 

 

 １  補助金の額              円  

 ２  添付資料  

(１ ) 保育児童報告書（様式第１０号）（交付の申請時から変更がある場

合に限る。）  

(２ )  児童名簿（様式第３号） （交付の申請から変更がある場合 に限  

る。）  

(３ ) 収支決算書（様式第１１号）  

(４ ) 補助事業実施報告書（様式第１２号）  

(５ ) 補助対象経費を支払ったことが確認できる書類  

(６ ) その他市長が必要と認める書類  



様式第１０号（第１０条関係）  

保  育  児  童  報  告  書  

（    ）年度（   ）半期  

定員      人 

月別児童数                           （人）  

年齢  

 

月  

０歳  １歳  ２歳  ３歳  ４歳  ５歳  計  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

  (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

合計   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

月平

均児

童数  

 (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )  

備考  

１  児童の年齢は、申請年度の初日の前日における年齢とする。  

２  月別児童数について、括弧外には夜間保育を除く補助対象児童数を記入

し、括弧内には夜間保育の補助対象児童数を記入する。  

３  月平均児童数は、小数第１位を四捨五入して得た数とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１１号（第１０条関係）  

 

収  支  決  算  書  

 （    ）年度（   ）半期  

 １  収入の部  

区  分  予  算  額  決  算  額  増  減  額  摘  要  

 円  円  円   

     

     

     

     

     

計      

 

 ２  支出の部  

区  分  予  算  額  決  算  額  増  減  額  摘  要  

 円  円  円   

     

     

     

     

     

計      

 



様式第１２号（第１０条関係）  

補助事業実施報告書（    ）年度（   ）半期  

補助対象経費  品名等  単価  数量  金額  

保育に関する経費  

 円   円  

    

    

    

    

    

給食に関する経費  

    

    

    

    

    

    

    

保健衛生に関する

経費  

    

    

    

    

    

    

損害賠償責任  

保険料  

    

    

    

人件費及び研修費

に関する経費  

    

    

    

 



様式第１３号（第１１条関係）  

 

  高松市指令  第    号  

 

                                様  

 

       年   月   日付けで実績報告のあった高松市認可外保育施設

補助事業について、次の条件を付して補助金として     円を交付します。  

 

       年   月   日  

 

                   高松市長  

 

 

 

 １  この補助金は、高松市認可外保育施設補助要綱に基づくもので、その目

的以外に使用してはなりません。  

 ２  市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければなりま

せん。  

３  高松市認可外保育施設補助要綱の規定に違反した場合は、交付の決定の

全部又は一部を取り消し、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交

付しているときは、当該補助金の返還を求めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 


